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アジェンダ決定「多通貨保険契約グループ」（IFRS第17号および
IAS第21号）
アジェンダ決定とは何か？

アジェンダ決定は、IFRS解釈指針委員会（IFRS IC）が基準設定プロジェクトを作業計画に追加すべきでないと
決定した場合に公表される。アジェンダ決定は、

IFRS公表物から根拠を導くものであり、既存の要求事項の追加・変更はできない。

アジェンダ決定で議論されたIFRS/IASを適用する際に反映しなければならないため、企業の会計方
針を変更する結果となる可能性がある。

発効日はなく、（企業の事実および状況に応じて）会計方針の変更を行うためにどの程度の時間
で十分であるか決定する際に判断が適用される

利害関係者によってIFRS ICに送られた要望書に記載された取引または事実パターンに対して、IFRS

の関連する原則および要求事項をどのように適用するかを説明する。当該利害関係者に関する情
報は公表されない。

アジェンダ
決定
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概要

保険市場では、保険契約が複数の通貨でのキャッシュ・フローを伴う多くのシナリオが観察される。

シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3

保険契約*のキャッ

シュ・フローはすべ
て英ポンド建てであ

る。

英国本社 発行された保険契約は、多通貨建て
のキャッシュ・フローを有する。例
えば、

ドイツ支店

保険契約*のキャッ

シュ・フローはすべ
てユーロ建てであ

る。

• 保険料：ユーロ
• 保険金：

• ユーロ
• 米ドル

*契約は同一の条項および条件を有すると仮定する。事実パターンで示される通り、通貨のみが異なる。

ユーロを機能通貨とする保険会社
が、

ユーロ建ての保険料およ
び保険金を伴う保険契約
を発行し、

英ポンド建てで契約管理
コストを発生させる。

アジェンダ決定「多通貨保険契約グループ」（IFRS第17号および
IAS第21号）
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概要（続き）

単一の外貨建てのキャッシュ・フローを伴う保険契約グループを測定する際に関連するIFRSの要求事項は、以
下の通りである。

ただし、上記の要求事項および他のIFRS会計基準はいずれも、複数の通貨でのキャッシュ・フローを伴う取引
または項目の通貨表示を決定する方法について、明示的な要求事項を規定していない

➢ IFRS第17号30項は、IAS第21号*を適用する際、「契約グループ（契約上のサービス・
マージンを含む）を貨幣性項目として扱う」ことを要求している。

➢ IAS第21号21項から24項は、企業に次のことを要求している。
a) 外貨建取引は、取引日の直物為替レートにより機能通貨で記録する

b) 関連する他の基準書と合わせて、貨幣性項目の帳簿価額を決定する

c) 外貨建貨幣性項目は、報告期間末の決算日レートにより機能通貨に換算する

* IAS第21号「外国為替レート変動の影響」

アジェンダ決定「多通貨保険契約グループ」（IFRS第17号および
IAS第21号）
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アジェンダ決定「多通貨保険契約グループ」（IFRS第17号およびIAS第21号）は、複数の通貨でのキャッシュ・
フローを伴う保険契約を会計処理する際における以下のような適用上の疑問点に対応する。

• 保険契約ポートフォリオを識別するためにIFRS第17号を適用する際に、企業は外国為替レート・リスクを考
慮するかどうか

• 複数の通貨でのキャッシュ・フローを伴う保険契約グループ（多通貨保険契約グループ）を測定するにあ
たり、企業はどのようにIAS第21号をIFRS第17号と組み合わせて適用するか

IFRS解釈指針委員会は、 2022年9月13日にアジェンダ決定の最終化を承認した。本アジェンダ決定は2022年10
月19日に国際会計基準審議会（IASB）によって審議されたが、本アジェンダ決定の公表に対する反対意見はな
かった。

本アジェンダ決定の要点は以下の通りである。

• 保険契約ポートフォリオを識別する際に、

o 為替リスクを含むすべてのリスクを考慮しなければならない。

o ポートフォリオは、異なる為替レート・リスクに晒される複数の契約を含み得る。

概要（続き）

アジェンダ決定「多通貨保険契約グループ」（IFRS第17号および
IAS第21号）
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本アジェンダ決定の要点は以下の通りである（続き）。
• 多通貨保険契約グループを測定する際は、

o IFRS第17号におけるすべての測定の要求事項を適用し、保険契約グループ（契約上のサービス・マージ
ンを含む）を貨幣性項目として扱う。

o 保険契約グループについて単一の契約上のサービス・マージンがある。

o 保険契約グループに係る契約上のサービス・マージンが機能通貨で表示されると単純に推定すること
はできない。

o グループ（契約上のサービス・マージンを含む）の通貨単位を当初認識時に決定する会計方針をIAS第8
号^に従って策定し、適用するために判断を行使する。

アジェンダ決定「多通貨保険契約グループ」（IFRS第17号および
IAS第21号）
概要（続き）

^ IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」
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IFRS第17号では、保険契約グループを設定する際に、次のステップを要求している。

保険契約ポートフォリオの識別

保険契約ポートフォ
リオの識別

ポートフォリオは、類似
したリスクに晒され、一
括して管理される契約で
構成される

01
02

年次コホートごとのグループ化
契約は12か月（またはより短
い期間）内に発行される

03

保険契約ポートフォリオを識別するためにIFRS第17号を適用する際、企業は為替レート・
リスクを考慮すべきか？

収益性ごとのグループ化 1

（該当がある場合）最低限、以下の3つの契約グ
ループに分割される。
a. 当初認識時に不利である
b. その後不利となる可能性がない
c. その他の契約

アジェンダ決定「多通貨保険契約グループ」（IFRS第17号および
IAS第21号）

1企業は、最低限の要求よりもさらにグループを細分化することが認められる。
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IFRS第17号14項は特定の種類のリスクを明示せずに「類似したリスク」と言及しているので、企業は為替リ
スクを含む2契約ポートフォリオを識別する際にすべてのリスクを考慮しなければならない。

「類似したリスク」とは「同一のリスク」を意味するものではないため、ポートフォリオには異なる通貨の外国
為替レートに係るリスクに晒されている契約を含める可能性がある。

企業が何を「類似したリスク」と考えるかは、企業の保険契約におけるリスクの性質および程度に依存する。

アジェンダ決定 多通貨保険契約グループ (IFRS 第17号 および IAS第 21号）

保険契約のポートフォリオを識別(続き)

2 IFRS 第17号付録Aは、金融リスクを「…外国為替レート… 将来の変動リスク」と定義している。
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アジェンダ決定 多通貨保険契約グループ (IFRS 第17号 および IAS第 21号）
多通貨保険契約グループの測定 (続き)

多通貨保険契約グループの測定においてアジェンダ決定の中で考慮した2つのアプローチ

アプローチ1: 単一通貨建てアプローチ

履行キャッシュ・フロー

（FCF)は1つ以上の通

貨建がある。

グループ（契約上のサービス・

マージンを含む）の通貨の建値

となる単一通貨を使用して測定

する。

契約上のサービス・マージ

ンにおける、異なる為替の

影響[IFRS 第17号44項(d)]
報告日にグループは機

能通貨に換算される。

為替差額

[IAS 第21号23項(a)]

契約グループの通貨の建値となる単一通貨が決定される（例えば、保険料の通貨、支配的なキャッシュ・フローの通貨）。

キャッシュ・フローの通貨と契約グループの建値となる通貨間の為替レートに係るすべての変動は、IFRS第17号の適用に
より金融リスクの変動として取扱われる。

契約グループの通貨と機能通貨間の為替レートに係るすべての変動は、IAS第21号の適用により為替差額として取扱わ
れる。

a

b

c

a
b

c
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アジェンダ決定 多通貨保険契約グループ (IFRS 第17号 および IAS第 21
号）
多通貨保険契約グループの測定 (続き)

USD FCF
各CSM部分を含む分割された各

キャッシュ・フローは、報告

日の機能通貨に換算される。

為替差額

[IAS 第21号

23項(a)]

当初認識時にCSMは、細分化した履行キャッシュ・フロー毎に決定される。その後、各CSM部分は、関連する外国通貨キャッ
シュ・フローの変動および当該会計期間における保険サービスに対する各配分に対し事後的に個別調整される。最後に企業は
CSMのすべての部分を1つのCSM残高に集約する。

CSM部分の建値である外国通貨を含む細分化されたキャッシュ・フローの通貨と機能通貨間に係る為替レートのすべての変
動は、IAS第21号の適用により為替差額として扱われる。

a

b

bGBP FCF

USD FCF

に関連するCSM

GBP FCF

に関連するCSM

a

CSMの２つの部分は、外
貨を企業の機能通貨に
換算するための手法で
ある。

アプローチ 2: 多通貨建てアプローチ
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設例

多通貨保険契約グループの測定 (続き)

前提

• 第1年度期初に、企業Xはカバー期間3年および異なる通貨でのキャッシュ・フローを持つ保険契約グループを発行する。
• 保険料は各期初に受領し、保険金は各期末に支払う。
• 保険カバーは均等に3年間の保険カバーを提供する。グループが生み出す将来の予想キャッシュ・フローを 下記に要約する。

設例は付録Bに基づいている – 2022年 IFRS IC会議アジェンダ―ペーパー 6 の設例

第1年度 第2年度 第 3年度 合計

保険料 (米ドル) 400 400 400 1,200

保険金 (米ドル) (100) (100) (100) (300)

保険金(ポンド) (300) (250) (200) (750)
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設例
多通貨保険契約グループの測定 (続き)

前提 (続き)

• 各通貨の為替レートは以下の通りである。

• 企業の機能通貨はユーロである。
• 単純化のために、企業が当初認識時に想定した通り発生したとする。貨幣の時間価値や非金融リスクに係るリスク調整も無視する。

認識時 第1年度末 平均

1米ドル £0.86 £0.85 £0.86

1米ドル €0.95 €1.00 €0.98

1ポンド €1.11 €1.18 €1.15

企業は、多通貨でキャッシュ・フローを生成する保険グループの測定において、IFRS第17号と併
せてIAS第21号をどのように適用するべきか？
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設例
多通貨保険契約グループの測定 (続き)

単一通貨建てアプローチの利用
表は、当初認識時に履行キャッシュ・フローおよび契約上のサービス・マージンの帳簿価額がどのように計算されているか
示している。

項目
IFRS 第17号上の金額は
以下の通貨で決定される

IAS第21号を適用し、金額を
以下の通貨に換算される

米ドル ユーロ

履行キャッシュ
・フロー

保険料 (米ドル) 1,200.0  Dr

保険金(米ドル) (300.0) Cr

保険金(ポンド) 750 x (1 ÷ 0.86) (872.1) Cr

27.9  Dr (27.9 x 0.95) 26.5  Dr

契約上の
サービス・マージン

(27.9) Cr (26.5) Cr

契約グループは米ドルの建
値であると決定される（“グ
ループ通貨”）

ポンドの履行キャッシュ・フ
ローを米ドルのグループ通貨
に換算する。

Dr = 借方残高

Cr = 貸方残高
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項目
IFRS 第17号上の金額は、以下
の通貨で決定される

IAS第21号を適用し、金額を以
下の通貨で換算される

米ドル ユーロ

期首残高 – –

発行された契約 @ Y1 27.9  Dr 26.5  Dr

受取保険料 (米ドル) (400.0) Cr (400 x 0.95) (380.0) Cr

支払保険金(米ドル) 100.0  Dr (100 x 1) 100.0 Dr

支払保険金 (ポンド) 300 x (1 ÷ 0.85) 352.9  Dr (352.9 x 1) 352.9  Dr

期末残高 (A) 80.8  Dr 99.4  Dr

保険金融収益または費用 (C) (B – A) (10.2) Cr (10.2 x avg.) (10.0) Cr

為替差額 (B - (A - C) (18.8) Cr

期末残高(B) 70.6  Dr 70.6  Dr

多通貨保険契約グループの測定 (続き)
単一通貨建てアプローチの利用（続き）

下記表は第１年度末の履行キャッシュ・フローの帳簿価額の変動を示す。

1年度末の残存将来キャッシュ・フローおよびポンド建ての
保険金は決算日レートを利用して米ドルに換算される。

ポンドと米ドル（グループ通貨）間の為替レートの事後変
動の影響は保険金融収益または費用（IFIE)で金融リスクの
変動として認識される。

米ドルからユーロ（機能通貨）の換算は、純損益（P/L)の中
でIAS第21号の為替差額として認識される。

1年度末現在のアサ
ンプションを利用

IFRS 第17号上の金額は、以
下の通貨で決定

IAS第21号を適用し、金額
を以下の通貨で換算

米ドル ユーロ

保険料（米ドル） 800.0 Dr 

保険金（米ドル） (200.0)Cr

保険金（ポンド） (450×(1÷0.85) (529.4) Cr

期末残高（B) 70.6 Dr (70.6×1)  70.6 Dr
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設例
多通貨保険契約グループの測定 (続き)

単一通貨建てアプローチの利用（続き）
下記表は第１年度末の契約上のサービス・マージンに係る帳簿価額の変動を示す。

項目
IFRS 第17号上の金額は、以
下の通貨で決定される

IAS第21号を適用し、金額を
以下の通貨で換算される

米ドル ユーロ

期首残高 – –

発行された契約 @ Y1 (27.9) Cr (26.5) Cr

提供されたサービスの
配分

(27.9 ÷ 3 年) 9.3  Dr (9.3 x 平均) 9.1 Dr

期末残高 (A) (18.6) Cr (17.4) Cr

為替差額 0 (A – B) (1.2) Cr

期末残高(B) (18.6) Cr (18.6 x 1) (18.6) Cr

米ドルからグループ通貨であるユーロに換算する影響は
純損益の中でIAS第21号の為替差額として認識される。
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設例
多通貨保険契約グループの測定 (続き)

多通貨建てアプローチの使用

表は、当初認識時に履行キャッシュ・フローとCSMの帳簿価額がどのように計算されるかを示している

項目
IFRS第17号の金額が以下の両

通貨で決定される
各通貨の金額はIAS第21号を
適用して換算される

米ドル ポンド ユーロ

履行キャッシュ・フ
ロー

保険料 (米ドル) 1,200.0  Dr (1,200 x 0.95) 1,140.0  Dr

保険金 (米ドル) (300.0) Cr (300 x 0.95) (285.0) Cr

保険金 (ポンド) (750.0) Cr (750 x 1.11) (832.5) Cr

900.0  Dr (750.0) Cr 22.5  Dr

CSM (900.0) Cr 750.0  Dr
(900 x 0.95) 

– (750 x 1.11)
(22.5) Cr

グループの通貨は単一では
ない。

履行キャッシュ・フローか
ら各通貨ごとのCSM部分が

決定される
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項目
IFRS第17号の金額が以下
の両通貨で決定される

各通貨の金額はIAS第21号を
適用して換算される

米ドル ポンド ユーロ

期首残高 – – –

1年目に発行された契約 900.0  Dr (750.0) Cr 22.5  Dr

受け取った保険料(米ドル) (400.0) Cr (400 x 0.95) (380.0) Cr

支払った保険金 (米ドル) 100.0  Dr (100 x 1) 100.0 Dr

支払った保険金 (ポンド) 300.0  Dr (300 x 1.18) 354.0  Dr

期末残高 (A) 600.0  Dr (450.0) Cr 96.5  Dr

保険金融収益または費用(C) –

為替差額 (B – A) (27.5) Cr

期末残高 (B) 600.0  Dr (450.0) Cr 69.0  Dr

設例
多通貨保険契約グループの測定 (続き)

多通貨建てアプローチの使用 (続き)

以下の表は、1年目末の履行キャッシュ・フローの帳簿価額の変動を示している

1年目末の残りの履行キャッシュ・フローと両方の外国通貨

の金額は、以下の期末日の決算日レートを用いてユーロに
換算される

換算レートの変動のすべては純損益でIAS
第21号の為替差額として処理される。

1年度末現在の仮定
を利用

IFRS 第17号の金額は、以
下の両通貨で決定される

各通貨の金額は、IAS第21

号を適用し以下のとおり
換算される

米ドル ポンド ユーロ

保険料（米ドル） 800.0 Dr (800×1) 800.0 Dr

保険金（米ドル） (200.0) Cr (200×1) (200.0) Cr

保険金（ポンド） (450.0) Cr (450×1.18) (531.0) Cr

期末残高（B) 600.0 Dr (450.0) Cr 69.0 Dr
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設例
多通貨保険契約グループの測定 (続き)

多通貨建てアプローチの使用 (続き)

以下の表は、1年目末のCSMの帳簿価額の変動を示している。

項目
IFRS第17号の金額が以下
の両通貨で決定される

各通貨の金額はIAS第21号を適用
して換算される

米ドル ポンド ユーロ

期首残高 – – –

1年目に発行された契約 (900.0) Cr 750.0 Dr (22.5) Cr

提供されたサービスに
関する配分

300.0  Dr (250.0) Cr
(300 x 平均) 

– (250 x 平均)
6.3  Dr

期末残高 (A) (600.0) Cr 500.0  Dr (16.2) Cr

為替差額 (A – B) 6.2  Dr

期末残高 (B) (600.0) Cr 500.0  Dr
(600 x 1) 

– (500 x 1.18)
(10.0) Cr

すべてのCSMの通貨部分はユーロに換算され、その影響
はIAS第21号の為替差額として純損益に認識される。
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各通貨に以下の四捨五入された為替レートを用いることを除き、設例と同じパターンを適用する

表は、多通貨建てアプローチを用いて当初認識時に履行キャッシュ・フローとCSMの帳簿価
額がどのように計算されるかを示している

認識時 １年度末 平均

1米ドル €0.95 €1.00 €0.98

1ポンド €1.11 €1.23 €1.17

項目
IFRS第17号の金額が以下の両通貨

で決定される
各通貨の金額はIAS第21号を適用

して換算される

米ドル ポンド ユーロ

履行キャッシュ・フ
ロー

保険料 (米ドル) 1,200.0  Dr (1,200 x 0.95) 1,140.0  Dr

保険金 (米ドル) (300.0) Cr (300 x 0.95) (285.0) Cr

保険金 (ポンド) (750.0) Cr (750 x 1.11) (832.5) Cr

900.0  Dr (750.0) Cr 22.5  Dr

CSM (900.0) Cr 750.0  Dr (22.5) Cr

外国通貨の変動により
CSMは負の値となる

か？

設例
多通貨保険契約グループの測定 –換算後の負のCSM
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項目
IFRS第17号の金額が以下
の両通貨で決定される

各通貨の金額はIAS第21号を適
用して換算される

米ドル ポンド ユーロ

期首残高 – – –

1年目に発行された契約 900.0  Dr (750.0) Cr 22.5  Dr

受け取った保険料(米ドル) (400.0) Cr (400 x 0.95) (380.0) Cr

支払った保険金 (米ドル) 100.0  Dr (100 x 1) 100.0 Dr

支払った保険金 (ポンド) 300.0  Dr (300 x 1.23) 369.0  Dr

期末残高 (A) 600.0  Dr (450.0) Cr 111.5  Dr

為替差額 (Dr) (B – A) (65.0) Cr

期末残高 (B) 600.0  Dr (450.0) Cr 46.5  Dr

設例
多通貨保険契約グループの測定 –換算後の負のCSM (続き)

多通貨建てアプローチの使用 (続き)

以下の表は、1年目末の履行キャッシュ・フローの帳簿価額の変動を示している:

1年目末の残りの履行キャッシュ・フローとすべての外国通

貨の金額は、以下の期末日の決算日レートを用いてユーロ
に換算される

1年度末現在の仮定
を利用

IFRS 第17号の金額は、以
下の両通貨で決定される

各通貨の金額は、IAS第21

号を適用し以下のとおり
換算される

米ドル ポンド ユーロ

保険料（米ドル） 800.0 Dr (800×1) 800.0 Dr

保険金（米ドル） (200.0) Cr (200×1) (200.0) Cr

保険金（ポンド） (450.0) Cr (450×1.23) (553.5) Cr

期末残高（B) 600.0 Dr (450.0) Cr 46.5 Dr



Deloitte IFRS Insurance Webcast – November 2022© 2022. For information, contact Deloitte China.

多通貨建てアプローチの使用 (続き)

以下の表は、1年目末のCSMの帳簿価額の変動を示している

設例
多通貨保険契約グループの測定 –換算後の負のCSM (続き)

CSMはグループの未稼得利益を表してお
り、負の値にはなり得ない。項目

IFRS第17号の金額が以下の
両通貨で決定される

各通貨の金額はIAS第21号を適
用して換算される

米ドル ポンド ユーロ

期首残高 – – –

1年目に発行された契約 (900.0) Cr 750.0 Dr (22.5) Cr

提供されたサービスに関
する配分

300.0  Dr (250.0) Cr
(300 x 平均) 

– (250 x 平均)
1.5  Dr

期末残高 (A) (600.0) Cr 500.0  Dr (21.0) Cr

為替差額 (A – B) 36.0  Dr

期末残高 (B) (600.0) Cr 500.0  Dr
(600 x 1) 

– (500 x 1.23)
15.0 Dr

CSMの調整 (15.0) Cr

調整後期末残高 (600.0) Cr 500.0  Dr – _

機能通貨への換算の結果、履行キャッシュ・フロー
の不利な変動がないにもかかわらず、CSMが負の値

となる

15.0CUのCSM資産を生み出す36.0CUの利得を計上し
た後、純損益に損失を認識することにより、CSMは

ゼロに制限される。

Cr FX 利得 36.0

Dr CSM 36.0

Cr CSM 15.0

Dr 損失 15.0

CU21.0のCSMの借

方残がゼロまで減額

される
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実務上の考慮事項

IFRS第17号のこれらの要求事項を適用する際、以下のいくつかの実務上の考慮事項がある

• 保険契約から企業に移転された為替リスクの性質および程度を評価し、保険契約のポートフォリオを識別
する際に「類似したリスク」の評価に判断が生じる。したがって、ポートフォリオの識別において為替リ
スクを正確に捕捉するようIFRS第17号のシステムを構成する必要がある。

• 為替リスクなどの主要な仮定の変動に対し、類似の金額とタイミングで反応すると企業が予測する将来
キャッシュ・フローを伴う契約をグルーピングすることを検討する。例えば、通貨単位に基づきポート
フォリオ内の契約をグルーピングすることは、 CSMの通貨決定とその会計処理に対する運用上の複雑さが
軽減されうる。

• 商業的に中立な場合、ADの適用による運用上の複雑さの一部を軽減するために、複数通貨のキャッシュ・
フローがある既存の保険商品の契約条件を再検討する。

• 企業が実装しているIFRS第17号のソリューションは、単一通貨建てアプローチを適用する際に、為替レー
トの差による影響を正確に把握し、正しい損益項目に処理できる必要がある。
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